
 1

MÁ VLAST EXPRESS Vol.107 

日本チェコ友好協会からのお知らせ 

 

2020 年 3 月 9 日 

 

河津桜は一足早く満開となりました。ソメイヨシノの開花ももうすぐでしょう。今年の総会 4 月 25 日

に恒例のファカルティ・ハウスで開催することとなりました。 

一方新型コロナウイルスの影響が広がっています。日本チェコ友好協会でもイベントの開催につい

て変更がございますので下記をご参照ください。 

新年度のサクランボ狩りなど新年度の恒例行事については次号にてお知らせする予定です。会員

の皆様におかれましてはご健康に留意されてお過ごしください。 

 

 

講演会延期のお知らせ 

阿部賢一先生日本チェコ交流１００周年記念講演会   

「カレル・チャペック『ロボット』の過去と現在」 

3 月 19 日に「芸術家の家」で開催を予定していた上記講演会は延期といたします。 

  新しい日程は決定次第ご連絡いたします。 

 

年会費納入のお願い 

新年度を迎えるにあたり、会費の納入をお願い申し上げます。同封の郵便振替用紙をご利用いただくか、

銀行へのお振込みで本年もよろしくお願い致します。 

■年会費  

個人会員 \5,000 家族会員、学生会員 \2,500 法人会員 \20,000／１口 

■会費振込先  郵便振替 もしくは 

①三井住友銀行 渋谷駅前支店  普通 3511197 日本チェコ友好協会 代表 髙橋恒一 

②三菱東京ＵＦＪ銀行 渋谷支店  普通 3524843 日本チェコ友好協会 会長 髙橋恒一 

 

 

第 16 回通常総会のご案内 

 恒例の通常総会のご案内を申し上げます。総会につづき、今年はトムチョ大使に講演をいただける

こと人なりました。その後皆さんとの懇親レセプションを開催します。ブッフェ形式のお料理とチェコ

ビール、ワインなどをご用意いたします。講演会と懇親会には会員外の方もお誘いあわせの上お出かけ

下さい。皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

日時：2020 年 4 月 25 日（土)  

場所： 東京大学駒場ファカルティ・ハウス   

   東京都目黒区駒場 3-8-1 TEL:03-5790-5931（京王井の頭線「駒場東大前」下車徒歩 3 分）   

第一部  通常総会 18:00 より（16：00 受付開始） 会費無料 会員のみのご参加となります。 

    この一年の活動のご報告と新年度の活動予定、会計報告、予算など。 

          18：30 より マルティン・トムチョ大使 講演会 

第二部  懇親レセプション 17:30 より    

ブッフェ形式のお料理をご用意いたします。チェコ料理とチェコビールもお楽しみいただ
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けます。皆さまにお目にかかれます事を楽しみに致しております。 

会費 会員 5000 円  非会員 6000 円 学生 3000 円  

 

 

好評開催中 チェコ語講座   

協会発足以来続いているチェコ語講座です。講師は在日チェコ人の方にお願いしています。 

場所： 日本チェコ友好協会事務所 品川区上大崎３－１４－５８ クリエイト目黒２Ａ 

費用： 全クラス  ５回 １万円 （途中参加の場合は１回 2,000 円として残額） 

毎週水曜日 開催 （祝日に当たるときは休講です。） 

初心者クラス  19 時半から 21 時  

中級継続クラス  18 時から 19 時半    （お問い合わせ： 090-3241-7256 担当：村田） 

 

＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 MA VLAST No.107 申込書         2020 年  月  日 

   Fax: 03-6277-4160    メールでのお申込みは czfriend@outlook.jp まで 

会員ご氏名 

 

    ご住所 

 

    ご連絡先電話番号 （   ）       e-mail 

 

◆2020 年 4 月 25 日 第 17 回日本チェコ友好協会 通常総会 大使講演会 

       通常総会  （  ）参加します 

大使講演会 （  ）参加します 

懇親会   （  ）参加します  同伴者 （  )名  同伴者氏名 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆ 日本チェコ友好協会第 17 回通常総会 委任状 

 

私は 2019 年 4月 25 日(土)に開催される「第 17回通常総会」に 

   （  ） 出席の予定ですが、念のため委任状を提出します 

   （  ） 欠席のため、委任状を提出します 

 

欠席の場合、私は「17回通常総会の議決権」を 

       （  ） 日本チェコ友好協会髙橋恒一会長に委任します 

（  ） 会員の＿＿＿＿＿＿＿＿に委任します 


